
令和７年２月定例会

教育産業委員会資料

（観光文化スポーツ部）





佐竹史料館の施設概要について 

 

１ 概要 

(1) 所  在 秋田市千秋公園１番４号 

(2) 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上２階建て 

(3) 延床面積 ２,６０７.９４㎡ 

(4) 主な諸室 

展示室 

常設展示室：所蔵資料の展示 

企画展示室：テーマを設け重要文化財等を借用展示 

展示ホール：千秋公園や他の文化施設の紹介 

ショップ ミュージアムグッズ等の販売 

講義室 講演会等の開催 

屋上テラス 千秋公園二の丸広場方向を展望できるテラス 

駐車場 障がい者用駐車場(２台)、思いやり駐車場(２台) 

 

２ 平面図 
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秋田市都市公園条例新旧対照表（附則第４項関係）

改 正 案 現 行

第１条～第17条 （略） 第１条～第17条 （略）

別表第１ （略） 別表第１ （略）

別表第２（第８条、第９条関係） 別表第２（第８条、第９条関係）

有料公園 使 用 料 有料公園 使 用 料

公園 施設の種 公園 施設の種

名 類又は名 区 分 単位 金 額 備 考 名 類又は名 区 分 単位 金 額 備 考

称 称

千秋 （略） 千秋 （略）

公園 久保田城 団体使用とは、20 公園 久保田城 団体使用とは、20

御隅櫓 人以上の団体で使 御隅櫓 人以上の団体で使

用する場合をい 用する場合をい

う。 う。

秋田市立佐竹史料

館条例（令和７年

秋田市条例第
（略） （略）

号）別表第１に定

める年間観覧料の

納付をした者の当

該納付をした日か

ら起算して１年の

間に係る久保田城

御隅櫓の使用料

は、無料とする。

佐竹史料 個人使用 一般 １人１ 100円 団体使用とは、20

館 高校生以下 回につ 無料 人以上の団体で使

団体使用 一般 き 80円 用する場合をい

高校生以下 無料 う。

年間使用 １人１ 210円 年間使用とは、使

年間に 用料を納付した日

つき から起算して１年

間の使用をいう。

年間使用の使用料

を納付した者の当

該年間使用の期間

に係る久保田城御

隅櫓の使用料は、

無料とする。

（略） （略）

別表第３ （略） 別表第３ （略）
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秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略）

別表第１ （略） 別表第１ （略）

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

種 別 報 酬 額 種 別 報 酬 額

（略） （略）

空家等対策審議会委員 （略） 空家等対策審議会委員 （略）

佐竹史料館協議会委員 日額 7,300円

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条 （略） 第１条 （略）

（文化施設） （文化施設）

第２条 この条例において「文化施設」とは、 第２条 この条例において「文化施設」とは、

次に掲げる施設をいう。 次に掲げる施設をいう。

(1) （略） (1) （略）

(2) 佐竹史料館

(2) （略） (3) （略）

(3) （略） (4) （略）

(4) （略） (5) （略）

(5) （略） (6) （略）

(6) （略） (7) （略）

(7) （略） (8) （略）

(8) （略） (9) （略）

(9) 秋田市立佐竹史料館

（共通観覧券） （共通観覧券）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 共通観覧券の購入に係る料金（以下「共通 ２ 共通観覧券の購入に係る料金（以下「共通

観覧料」という。）は、１枚につき1,000円 観覧料」という。）は、１枚につき500円と

とする。 する。

３～５ （略） ３～５ （略）

６ 共通観覧券により文化施設を利用し、もし ６ 共通観覧券により文化施設を利用し、もし

くは文化施設に入園し、又は文化施設の展示 くは文化施設に入園し、又は文化施設の展示

資料（秋田市立赤れんが郷土館条例（昭和60 資料（秋田市立赤れんが郷土館条例（昭和60

年秋田市条例第17号）第５条および秋田市立 年秋田市条例第17号）第５条および秋田市立

秋田城跡歴史資料館条例（平成27年秋田市条 秋田城跡歴史資料館条例（平成27年秋田市条

例第62号）第４条の規定により観覧すること 例第62号）第４条の規定により観覧すること

ができる資料、秋田市立千秋美術館条例（平 ができる資料ならびに秋田市立千秋美術館条

成元年秋田市条例第25号）第４条の規定によ 例（平成元年秋田市条例第25号）第４条の規

り観覧することができる美術作品等（特別展 定により観覧することができる美術作品等

に係るものを除く。）ならびに秋田市立佐竹 （特別展に係るものを除く。）をいう。以下

史料館条例（令和７年秋田市条例第 号）第 同じ。）を観覧することができる人数は、１

４条第１項の規定により観覧することができ 枚につき１人とする。この場合において、当

る歴史資料等（企画展に係るものを除く。） 該利用し、もしくは入園し、又は観覧するこ

をいう。以下同じ。）を観覧することができ とができる回数は、各文化施設につき１回と

る人数は、１枚につき１人とする。この場合 する｡

において、当該利用し、もしくは入園し、又

は観覧することができる回数は、各文化施設

につき１回とする｡

（使用料等の納付の特例） （使用料等の納付の特例）

第４条 共通観覧券の利用に係る有効期間内に 第４条 共通観覧券の利用に係る有効期間内に

おいて当該共通観覧券により文化施設を利用 おいて当該共通観覧券により文化施設を利用

し、もしくは文化施設に入園し、又は文化施 し、もしくは文化施設に入園し、又は文化施

- 6 -



設の展示資料を観覧しようとする者に対する 設の展示資料を観覧しようとする者に対する

秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第 秋田市都市公園条例（昭和39年秋田市条例第

35号）第９条第１項および秋田市如斯亭庭園 35号）第９条第１項および秋田市如斯亭庭園

条例（平成29年秋田市条例第34号）第２条な 条例（平成29年秋田市条例第34号）第２条な

らびに秋田市立赤れんが郷土館条例第５条、 らびに秋田市立赤れんが郷土館条例第５条、

秋田市立千秋美術館条例第４条、秋田市立秋 秋田市立千秋美術館条例第４条および秋田市

田城跡歴史資料館条例第４条および秋田市立 立秋田城跡歴史資料館条例第４条の規定の適

佐竹史料館条例第４条第１項の規定の適用に 用については、これらの規定による使用料お

ついては、これらの規定による使用料および よび入園料ならびに観覧料（秋田市立千秋美

入園料ならびに観覧料（秋田市立千秋美術館 術館における特別展に係るものを除く。）を

における特別展および秋田市立佐竹史料館に 納付した者とみなす｡

おける企画展に係るものを除く。）を納付し

た者とみなす｡

以下 （略） 以下 （略）
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教育産業委員会資料
令和７年３月７日
文 化 振 興 課

文化施設の共通観覧券に係る料金改定について

１ 趣 旨

千秋美術館および佐竹史料館の休館を機に発行を休止している共通観覧券につ

いて、佐竹史料館の設置に合わせて発行を再開するに当たり、佐竹史料館の新た

な観覧料や各文化施設における観覧料等の現状を踏まえ、共通観覧料等を改めよ

うとするものである。

２ 共通観覧券の経緯

佐竹史料館など、７施設の観覧料等の合計900円を500円に割り引
平成24年

く共通観覧券を発行した。

秋田城跡歴史資料館を加え、対象が８施設、観覧料等合計1,100
平成28年

円となった。

平成29年 如斯亭庭園を加え、９施設、観覧料等合計1,300円となった。

令和元年 消費税率の引き上げに伴い、観覧料等合計1,340円となった。

千秋美術館および佐竹史料館の休館を機に、共通観覧券の発行を
令和４年

休止した。

３ 共通観覧料改定の考え方

・共通観覧券の発行休止後、各施設の観覧料等の改定や佐竹史料館の新規観覧料

の設定により、観覧料等の合計が2,170円と830円の増額となっている。

・当該増額分の830円に制度導入時の割引率を適用した金額を、従前の共通観覧

料に加え1,000円としている。

※改定後の共通観覧料 830円 ×（ 500円 ÷ 900円 ）＋ 500円 ≒ 1,000円

【共通観覧券の対象施設・観覧料等】 （単位：円）

施 設 名 称
Ｈ24 Ｒ４

現行(制度導入時) (発行休止時)

１ 久保田城御隅櫓 100 100 150
２ 佐竹史料館（常設展） 100 100 500
３ 旧黒澤家住宅 100 100 150
４ 赤れんが郷土館 200 210 310
５ 民俗芸能伝承館

100 100 130
６ 旧金子家住宅
７ 千秋美術館（常設展） 300 310 310
８ 秋田城跡歴史資料館 － 210 310
９ 如斯亭庭園 － 210 310

観 覧 料 等 合 計 900 1,340 2,170
※佐竹史料館の現行の観覧料は、秋田市立佐竹史料館条例案による。

- 8 -



請願・（陳情） 令和７年２月市議会提出分 （新規）・継続

受理番号 受理年月日 件 名 請願・陳情者名

令和７年 秋田拠点センターアルヴェ 秋田市楢山太田町11－５

32 １月22日 きらめき広場の明るさ改 米 山 七 郎 外18人

善について

請願・陳情の要点 左に対する措置等

秋田拠点センターアルヴェのきらめき広 秋田市民交流プラザのきらめき広場は

場は、各事業者による多彩なイベント、中 有料貸出し施設であるが、貸出し利用が

学生や高校生などの学習や市民の交流の場 ない時は市民の憩いの場として開放をし

として、多くの方が利用する貴重な場所と ている屋外との連続性を持った吹抜け・

なっているが、夕方になると字が見えない ガラス張りのアトリウム空間であり、執

くらい暗くなるため、秋田市民交流プラザ 務室的な利用は考えていないことから現

管理室と同等の明るさを維持できるよう、 状の照明設備による利用をお願いした

措置を講じ明るさを改善するよう陳情す い。

る。
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教育産業委員会資料

令和７年３月７日

観 光 振 興 課

宿泊税の検討状況について

１ 検討委員会の開催状況等

(1) 開催状況

開催日 主な議題

第１回 令和６年７月10日 ・宿泊税検討の背景について

・宿泊税導入自治体の制度内容について

第２回 令和６年８月29日 ・第１回検討委員会での意見等について

・宿泊事業者を対象としたアンケートの実

施について

第３回 令和６年10月28日 ・宿泊事業者を対象としたアンケート集計

結果について

・秋田市の観光振興施策について

・これまでの議論を踏まえた課題の整理等

について

※以上の議題を通じ、宿泊税に対する考え

方、宿泊税導入にあたっての課題および

宿泊税を財源とした観光施策への有効な

活用手法について検討を行った。

第４回 令和６年11月21日 ・報告書（素案）について

第５回 令和７年１月28日 ・報告書（案）について

(2) 今後の予定

３月下旬 検討委員会から秋田市へ報告書の提出

全議員へ資料提供、市ホームページで公表

２ 検討委員会での総括

・宿泊税は安定的・継続的な財源確保のために有効な手法であると一定の理解が

示されたが、導入に当たっては宿泊事業者の理解や使途の選定など様々な課題

がある。

・これらの課題については、秋田市における観光振興施策全体に関わる課題であ

ることから、総合的・体系的に検討することが望ましい。

３ 秋田市宿泊税検討委員会報告書（案） （別紙）
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教育産業委員会資料

令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日

観 光 振 興 課

河辺地域振興(株)および(株)雄和振興公社の貸付金について

河辺地域振興(株)および(株)雄和振興公社から、売上げ不振に伴う資金繰りの悪

化を理由に令和６年度分の貸付金償還について猶予の要望があったことから、その

対応等を報告するもの

１ 貸付金について

令和４年３月に新型コロナウイルス感染症の影響等により、経営状況が悪化し

資金繰りに苦慮していたことから、両者に支援策として金銭消費貸借契約を締結

し、以下の貸付けを行った。

河辺地域振興(株) (株)雄和振興公社

貸 付 額 119,360千円 58,920千円

年 度 償 還 額 8,000千円 4,000千円

※ 令和４年度および令和５年度は償還済み

２ 令和６年度末における経営状況等について

(1) 河辺地域振興(株)について

令和６年度末に経営資金が30,000千円程度不足すると報告を受けており、貸

付金の償還を猶予しても資金不足が解消されない状況であるが、同者が指定管

理を行っている県所管施設（ユフォーレ）について、県が補正予算案を２月議

会に上程しており、資金不足が解消される見込みである。

(2) (株)雄和振興公社について

令和６年度末に経営資金が2,700千円程度不足すると報告を受けており、貸付

金の償還猶予により、資金不足が解消される見込みである。

３ 今後の対応

年度末まで両者の経営状況を確認していくが、貸付金の償還が困難である場合

は、償還を猶予し金銭消費貸借契約の変更契約を締結する。
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教育産業委員会資料

令 和 ７ 年 ３ 月 ７ 日

秋田城跡歴史資料館

史跡秋田城跡保存活用計画（最終案）について

１ 計画の概要

(1) 趣旨

史跡秋田城跡の保存と活用について、平成３１年の文化財保護法改正に

伴い、現在の「史跡秋田城跡保存管理計画」（昭和５３年策定、平成２６

年最終改訂）から「史跡秋田城跡保存活用計画」に改訂する。

(2) 計画期間と対象範囲

計画期間は令和７年度から１６年度まで（１０年間）とし、対象範囲は

史跡秋田城跡の指定範囲で、高清水丘陵一帯の893,733㎡である。

(3) 計画の基本理念

「最北の古代城柵官衙遺跡・北方交流の窓口、史跡秋田城跡」を

市民の宝として共有し、現在に活かし、未来に伝える

(4) 計画の基本方針

分野 基本方針

保存管理 ・史跡の保護と地域住民の生活活動との調和を図った保存

管理

活用 ・学びの場、市民の交流の場、観光資源としての活用

整備 ・自然環境や地形、景観等を活かした整備

・本質的価値を伝える史跡公園の適切な維持管理と整備

運営・体制 ・市民協働による運営・体制の拡充

２ 最終案

・冊子は計画書本編と概要版を作成する。

・計画書本編は関係機関に配布し、ホームページに掲載する。

・概要版は各市民サービスセンター等に配布し、周知を図る。

・計画書本編は、別添「史跡秋田城跡保存活用計画書（最終案）」のとおり。

概要版は、別添「史跡秋田城跡保存活用計画【概要版】」のとおり。
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